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〔報告〕

子どもを虐待する母親3例の検討

友田尋子＊ 杉下知子キ

要 旨

子どもの虐待とは，両親や両親以外の養育者によって子どもが身体に障害を受けたり，心理的障害

を受けている状態のことをいう．本研究は母親が子どもの虐待へと発展している場合の要件（家族関

係や友人関係，生活環境，虐待の条件や背景，そして母親の緊張状態）を 3事例の面接調査を通して

検討したものである．被調査者はう①自分の子どもに対して虐待をした経験を持つ母親である ②子

どもの年齢がO歳から 12歳までであり，その子どもを持つ母親である．③調査日までの 1週間以内

に子どもを虐待した母親である．④上記した条件を持ち，具体的な面接調査を承諾した母親である．

の条件を持つ母親とし， 3名対象とした

その結果， (1)情緒的統合への再統合ができない（2）良妻賢母像への準拠行動から脱出すること

ができない， 2要因を確認し， (1)被虐待歴（2）子どもを愛することができない（3）相談相手を

持っていないの， 3要因を抽出することができた．
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はじめに

日本での子どもの虐待の問題は 1980年代後半よ

り相次いで実態調査が報告され， lつの大きな社会

問題として認識されるようになったII引．しかし子

どもの虐待の概念規定は暖昧で，発見や援助システ

ムが未構築であり，援助技術に一定の基準がないま

まに必要に応じた試行的援助がなされている6)-10). 

虐待を発生した家族は崩壊状態であることが少なく

なく，医療機関ではこの状況に気づかずに被虐待児

の治療を終了している場合があるlll. 著者は大阪に

ある，虐待専門の電話相談である「子どもの虐待ホ

ットライン」を利用した母親調査において，日常生

活に起因するストレスを母親は否定的に捉えている

ことを報告したω．このストレスは次の 7項目によ
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室

るもので、あった．子どもの心身発達状況，子どもと

母親の関係，夫婦関係，地域・社会関係，住居環境，

自己実現の満足度，過去の被虐待歴であり，子ども

の発達に関しては， 2足歩行獲得時期・反抗期・ト

イレツトトレーニング時期などのう多くの子どもが

発達段階で現れる手のかかる行動や，片づけない・

童郎、動作・食が細し、など個性として現れる子どもの

日常動作に対して，母親のストレスは高いという結

果であった．次いで、高かったストレスは，配偶者の

帰宅が遅い，配偶者が常に多忙で、ある，配偶者の子

育て観は育児は女の仕事という役割規範に準拠して

いるなどの事柄および配偶者の育児に対する非協力

であった．その他のストレスとしては，自己実現の

中断への苛立ち，地域での孤立した状況と続いてい

た．母親がストレスであると訴えたそれらの多くは

家族の通常の発達課題であるが，虐待についての相

談をしてきた母親の場合，それらに対し否定的にと

らえ，家族の危機状態となることが指摘された．子
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育て期の母親たちの多くは，保健所や保育所などに

よるフォーマルな支援の享受や身近な人々の情緒的

支援によって，家族の危機状態から虐待を回避して

いた．そして一部の母親たちは虐待を回避すること

ができず，子どもの虐待へと発展していくと考えら

れる．ここでいうところの虐待へと発展する状況と

は，日常生活のストレスから緊張状態が発生し，そ

の状況を虐待行動へと移し，相対的そして相乗的に

緊張と虐待を繰り返していく，その状況から抜け出

すことができなくなってしぺ状況のことをいう．

本研究は，虐待を回避することができなかった母

親による子どもの虐待へと発展してしぺ状況を明ら

かにすることを目的とした．すなわち，同じ虐待要

因が各家庭に存在していたとしても，ある状況下で

は発生し，また発生しないといった虐待の現象を明

らかにするために， (1) 虐待の原因を構成してい

る背景や条件 (2) 母親の緊張状態等を，事例分析

によって明らかにする．

I. 対象および方法

1)調査対象

被調査者は，現在大阪市内に在住の，主たる生計

が配偶者である家庭における，子育て期の母親たち

であり， 4点の条件をもっ母親の中から 3名の母親

を被調査者とした．①自分の子どもに対して虐待を

した経験を持つ母親である．②子どもの年齢がO歳

から 12歳までであり，その子どもを持つ母親であ

る．③調査日までの 1週間以内に子どもを虐待した

母親である．④上記の条件に合い，面接調査を承諾

した母親である．

2）調査方法

本研究は面接による聞き取り調査で行った 面接

の際に使用した理論が二つある．一つは心理学者の

A. アドラーのカウンセリング理論13)＇一つは社会

学者である P. ブルデユーの慣習行動の理論14）であ

る．

面接場所の設定は，被調査者の希望にあわせ，被

調査者の自宅あるいは電話とした．面接回数は，被

調査者により多少異なるが3固から 5田の面接回数

で， l回の面接は l時聞から 3時間を要した.2回

目の面接ではう承諾を得て全員に面接内容をテープ

収録した．

実施期間は 1995年9月l日から 12月 10日であ

った．

質問項目は，児童虐待防止協会のアセスメント指

標15）を著者が改案した 27項目（Tablel：アセスメ

ント指標）に，母親の生活歴や生育歴，配偶者との

関係，その他の家族との関係，地域との関係，スト

レス解消法，虐待状況，虐待時の子どもの状況，虐

待行為の前後のストレスや不満，虐待後の感情につ

いての 10項目を加え， 37項目とした．

面接は半構成の形式で、行った．結果は面接者によ

る筆記記録および録音記録に基づいて整理し，まと

めた．結果の判断は，発達心理学および社会学の専

門家，と著者の4名によって実施された．

II .結果

3事例の調査結果の整理・分析は，］.Grayのケー

ス記録16）を参考に行った．必要に応じ，被調査者の

会話を記述したが，その部分は『 』内とした．

事例 1：母親H子.33歳（面接回数は電話による l

回を含めて 5回）

家族構成：配偶者（38歳）と長男（8歳）長女 (6

歳）次女（2歳）の 3人の子どもをもっ，核家族で

ある．

Table 1.アセスメント指標

塁i母親の年齢，被虐待児の年齢性別 出生順位，子どもの数，継
叩 i

05 ：親関係の有無，母親の精神的問題の有無，母親の被虐待歴の有無，

雲i職業の有無，現在の虐待の型および重症度

母：夫の不満，実家の不満，姑等夫側親族の不満，近隣の不満，子ど

理：もの不満，子育て拒否の有無，激しい夫の不満，激しい実家の不
川 t

示i満，激しい夫側親族の不満，激しい近隣の不満，激しい子どもの

満 i不満，激しい子育て拒否の有無

塁i子どもを愛することができない，激しく子どもを愛することカ1で

の：きない，厳しくと強迫的な子育ての有無，理由もなくついカツと

震；なってopいてしまうかの有無
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背景： H子の両親は幼少の頃に離婚し， H子は実父

を知らずに育った.H子の姉と兄は実母に可愛がら

れて養育されたが， H子だけが実母に頻回に叩かれ

て養育された．虐待行為の多くははじめに罵られ，

最後に棒で何度も叩カ通れるという状況であった．こ

の行為は H子の記憶では H子が2～3歳の頃より，

高校入学直前まで続いた．記憶している虐待のーっ

として，次のように述べていた．

『学校から帰宅して母の返事がないと胸騒ぎがす

るんです，そう感じると同時に母は鬼のような顔で

私の目の前にたち，今朝のことから始まり， l年前

のことなどびつくるめて怒りだし，その内容は何を

言っているのかわからないのですが，酷い剣幕で怒

っていて， （沈黙），私は怒っている顔が恐ろしく

って，本当にこわくって下をむいていると，最後に

は棒を持ち出して，私が泣くまで叩き続けるのです

（手を堅く握っていて，うつむいてしまう）』

姉と兄は妹である H子を大切にし，実母との聞

に入って，日子を何度もかばっていたが，実母は，

姉や兄の不在時を狙って日子を叩くようになった．

H子は短期大学併設の高校に通い，そのころから交

友関係は幅広くなり，友人を多く持つことができる

ようになった．その友人は今も交流がある 短期大

学卒業後，以前から希望していた保母として就職を

した．保育所で 3年間勤務した後結婚退職をした．

その後専業主婦で、あったが，第3子の保育所入所が

可能となった今年の秋より，近所にある建築事務所

へ事務員としてパートタイム勤務を始めた．

実家との関係：姉が抱くような実母へ愛着の思いを

もつことはできず，義務感から実母に小遣いを渡し，

数年に 1回くらいの旅行に誘う程度の関係である．

しかし H子は実母に逆らうことはできず，人目に

は仲の良い親子関係として映るつき合いをしてい

る．

H子の性格：はっきりしていて，物事を明確にする

タイプであるが，人のことを考える気配りも持って

いると本人はL、う．社交的で，友人関係においてト

ラブ、ルをおこすことはほとんどない．友人は大勢い

るが，身の上話をする・相談をする友人はと問うと，

名前がでてこなかった．つまり，人に頼ることがで

きない性格かもしれないと，内省する．

夫婦関係：配偶者は家族に対し暴力的ではなく，穏

やかな性格の人である．経済的な問題もなく，年収

800万円程度の全額を H子に手渡している．帰宅時

間はほぼ毎日一定で，遅くなることはない．しかし

帰宅後，家事等を手伝うことは一切ない．休日は子

どもと遊びの時聞を持ち，この点では父親の役割を

果たしている.H子が配偶者の言いなりになってい

ると配偶者の機嫌は良い H子は配偶者の命令的な

態度に怒りを覚えるという．配偶者との会話はある

が口論になりやすく，配偶者の怒鳴り戸で H子は

閉口してしまい，口論のあった翌日は一日憂欝にな

る．具体的には，

『些細なことで口論になりますね．いつつも．どち

らかが止めると済むのかもしれないけれど，お互い

に不満を持っていてこのときとばかりに今までの愚

痴や不満をぶつけて，言い合いになって．口論の解

決は問題ではなくなっています．翌日は目覚めた時

から気分が悪くうたとえば雨が降っているとすると

そのことさえ疎ましく感じるくらしリと述べていた．

近隣関係．トラブルを起こすことはなく，近所との

関係は良い．近所の子どもやその母親たちが遊びに

くる．地域の活動は用事がない限りは参加し，子供

会， PTAなどの役員も引き受けている．

育児負担と支援体制．配偶者の子育て協力はなく，

女は家庭で子どもや夫の面倒をみるものと配偶者は

考えている．実母からの育児支援はあるが， H子は

必要以上に頼むことをしたくないと考えている．配

偶者の両親は遠方に住んでいるため，育児支援を頼

んだことはない．第3子が2歳になり，配偶者はは

じめて保育所利用を認め，子どもを預けることがで

きるようになった．

被虐待児の特性： 7歳のとき，手を握られたり触ら

れたりすることを拒否し，何かに触れる度に手指の

汚れを石鹸・流水で洗い流すというう手指潔癖症症

状を呈した．児童精神科へ数回通院をし， 1年近く
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でその症状は消失した．しかしいまは，顔面にチッ

ク症状が出現している 叱られでも謝らない，強情

な性格の子どもである．幼少のころから食が細く，

食事時間は長く， 1時間以上もかけて食事をとるこ

とが少なくない．

虐待の型とその状況：怒鳴・罵るという心理的虐待

と，鼻血がでる・あざが残るほど叩くという身体的

虐待の混合した虐待である．被虐待児への不満を常

に持っているわけではない．面接の中で次のように

話をしていた．

『片づけをしなくても子どもだから仕方がないと

寛容になれるときと，あるときには急に腹が立ち，

怒りを覚えることがあります．自分でもその違いは

わかりません．怒りと同時に手がでていますJ

保母という仕事は子ども好きである理由で選択し

た職業であった．それにも拘わらず，自分の子ども

は好きになれず，愛情を持つことができずにいるこ

とに H子は自己嫌悪に陥ることがたびたびある．

被虐待児に愛情を持つことができない自分に対し，

母親失格のレッテルを社会から張られていると考

え，そのため被虐待児のほしがるものを買い与え，

H子は自身を宥めている．しかし，被虐待児がH

子の言うことを聞きさえすれば， H子は惨めな母親

にならなくてすむといった被害者意識を常に持って

いる．そのため，憂欝な気分になったときに被虐待

児の行動や要求に過剰反応をし，被虐待児に対し虐

待と溺愛の行為を繰り返すという，円環性がみられ

た．

事例 2：母親T子・ 24歳（面接回数は 4回）

家族構成：配偶者（35歳）と長女（2歳）次女 (1

ヶ月）の2人の子どもの4人から成る，核家族であ

る．

背景： T子は姉との2人姉妹で，実母はT子の姉を

異常に可愛がっていた．実母は2人の姉妹を常に比

べでは， T子を常に罵っていた 姉は成績が良く，

容姿端麗であり，実母の言うことは素直に聞く人で

あった.T子は実母に逆らうことはなかったが，姉

のように話しかけることもしなかった.T子は実母

に可愛がられた記憶はない．母親との関係について

次のように話した．

『母の顔つきが違うんです．姉と話をしていると

きには目や口元が笑っているのに，私の時には目も

口も突っ張っているんです（そのときの様子をす

る）．母が私に話しかけるということはなかった．

怒るか，命令するかといったときだけ私の方をみて，

言葉をかけてくる（泣き声になる）．いつもピクビ

クしていた気がします．何かに怯えていて，何をし

ても失敗するようで自信がなく，暗い性格の子ども

でした』

小学校・中学校・高校時代のT子は， 物静かで，

クラスの中でも目立たない生徒で，友人はし、なかっ

た．小学校高学年時，同級生からいじめれられてい

たが，中学生になってからはいじめられなくなった．

高校を卒業し，一般企業に OLとして就職した後に，

友人を持つことができるようになった.T子はこの

OL時代が最も素敵な時代であったという．旅行や

遊びに友人と出かけたり，自分の話に職場の友人た

ちは耳を傾けてくれたり，毎日が充実した日々であ

ったと述懐する．ただ，自分の身の上話をする友人

を持つことはなかった.24歳のとき結婚のため退

職をし，その後は専業主婦である．

実家との関係：実母に対し，こころを開いて話をす

るという関係にはなっていないが，実母による一方

的な交流はある．実母はT子の子ども達を可愛が

り，面倒を見るといっては， T子の家庭をよく訪問

する.T子は実母のそのような行動に対し拒否をす

ることができず，逆に仲の良い親子のふりをしてし

まうとし、う．

T子の性格・性格はとにかく暗く，人を楽しませた

りするような社交性はない．自分に自信がなく，自

ら他人に話しかけるということはない．人との関係

では常に聞き役となっている．友人はというと， OL

時代の友人の名前を数人位挙げることはできるが，

その友人達も結婚後の交流は途絶えている．

夫婦関係：配偶者は家族にやさしく，暖かい人であ

り，子煩悩である 子どもと休日に遊ぶことが楽し
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みで，毎週長女を連れて出かける．帰宅時間は遅く

なる場合もあるが，ほとんど 19～20時ごろには帰

宅する．帰ってくると必ず子ども達と遊んでいる．

T子が配偶者に家の手伝L、や子育て，買い物に至る

まで，頼み事をすると配偶者は何でもする.T子が

疲れているときには話を聞き，心理的なサポートを

してくれるという．配偶者が申し分のない人と他人

から映ることに対し， T子は自己嫌悪に陥っていく．

T子の自己嫌悪とは，配備者の優しさに対し湧き起

こってくる不安である．配偶者はT子の自己嫌悪

と憂欝な姿に疲れていると誤解をし，一層やさしく

する．

近隣関係：配偶者の仕事の関係で大阪へl年前転勤

してきた．知り合いはなく，近隣の人たちとはいま

だ親しく話をしたことはない．誰かと話がしたいと

考えることもあるという．しかし，挨拶程度の人か

らのいいE那という言葉に自己嫌悪感が増したこと

があり，交流を持つことを意図的にしていない．

育児負担と支援体制：配偶者による全面的な子育て

協力がある．実母は孫に対し愛’情を持っているため，

育児の代行を引き受ける.T子は物理的な支援体制

を充分に持ちながらも，育児に対する負担感を持っ

ている．

被虐待児の特性：一般的な成長・発達は順調で，元

気のある，大人に対して聞き分けの良い子どもであ

る.T子には特に従順で，手のかからない子どもで

ある．ただ，昼寝を極端に嫌い，昼寝の時間になる

と寝かせようとする T子に反抗し，普段はだきな

し、大声を出し，泣き叫ぶことがある．

虐待の型とその状況：感情が抑えきれなくなってく

ると叩くという身体的な虐待行為となる．同時に罵

ったり，大声で怒鳴ったりという心理的虐待も行わ

れており，混合した虐待である．昼寝の時間になる

と無理に寝かせようと，被虐待児の顔や頭を叩L、て

布団に伏せさせている．布団に入らない時には，と

ころかまわず叩く．そのような行為を繰り返すこと

により被虐待児は泣き叫び，さらに寝ることに抵抗

する．被虐待児の声に T子の憂欝さと苛立ちは増

し， T子の時聞を奪う悪魔の声に聞こえてくると，

次のように話した．

『この子が寝てくれないと腹が立ってくるんです．

そうなったら我慢ができず叩L、て怒鳴ってしまう．

頭では昼寝をしないこともあるとわかっているんだ

けど，昼寝の時間になっても寝ないでがんばってい

る姿にイライラする．たかだか昼寝でしょうが，さ

れど昼寝なんです．この時聞が自分にとって最も充

実した時間であるように思えてきて，どうしても寝

かせたいと，必死になっているんです』

T子は泣き寝入りした被虐待児を見ては，自己嫌

悪に陥るという．この場合の自己嫌悪とは，配偶者

は家族のために仕事をしている， T子は子育てだけ

でよいといわれているにも拘わらず，ろくにできな

いと感じることである．配偶者に悪いと T子は思

いつつ，感情は爆発すると止まらない.T子は世間

から妻・母失格と言われている気がするという．被

虐待児の寝顔をみていると二度と叩かないと反省す

ると同時に，その反省は自分を締めつけ，翌日昼寝

をしない場合はより一層叩くという繰り返しが生ず

る．

事例 3：母親C子（面接回数は電話による l回を含

めて 3回）

家族構成：配偶者（30歳）と長女（5）長男 (1歳）

の2人の子どもをもっ，核家族である．

背景： C子の父親は地方公務員であり，母親は高校

の教員である.c子は3人の兄弟の末っ子である．

両親は仕事が忙しく子どもにうるさくいうことはな

かったが，愛情をかけることもなかった．抱かれた

りした記憶はなく，友人の仲のよい親子関係が羨ま

しく思えたと述懐する．成人後の親子関係はいたっ

て淡泊な関係であるという．女子高校を卒業後，美

術系の大学へ進学した．卒業後C子は希望のアパ

レル関係の会社に勤めた．結婚のため退職し，現在

は専業主婦である．仕事場でのC子は他の女子よ

りも仕事ができた.c子は結婚後も仕事を続けたい

と思っていたが，職場結婚のため退職しなければな

らなかった．その後配偶者の転勤によって，希望を
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持っていた再就職も不可能な状況となった．

実家との関係：実家は遠く，結婚後はたまにつき合

う程度である．両親は C子の子どもを可愛がるこ

とはなく， C子の家へ出向くことはない.c子は兄

弟との交流も少なく，必要時電話による報告や相談

をする程度である．

C子の性格：外見が良く，頭も良く，常に明るくう

クラスではあこがれられるタイプであった.c子は

人気者であり，近所の人たちからも頼られる存在で

ある．自分の意見をいい，他人の意見も尊重する，

頼まれたことは速やかに，かつ丁寧に行うなど，仕

事をしていたころのように有能で，行動的であると

ころは子育て中の今も発揮している．

夫婦関係：配偶者が家族のことを考えているという

ことは C子も理解できるが，夫婦の交流や会話は

なく， C子は配偶者に不満を持っている 例えば，

C子は夜中になる配偶者の帰宅を待ち，家族の出来

事を話しようとするが，帰宅した配偶者は聞く態度

を示さない．聞いてもらわないとイライラするとい

うことを配偶者に訴えると，配偶者は無視をし，寝

てしまう．

近隣関係： C子は近隣の人などを家に呼んだり，呼

ばれたりの関係を作ることができる．また学生時代

の仲間および以前の職場での友人とのつきあいもあ

り，その友人と遊びにでかけたりしている 母親達

の相談相手となり， C子は頼られているが， C子自

身は友人の誰にも自分の身の上話や悩みを相談した

ことはなく，またできる人は見あたらないという．

育児負担と支援体制： 2人の子どもの成長・発達に

問題はなく，順調である．育児の負担についてはあ

まりないという．ただ， l点だけ C子は被虐待児の

アトピー性皮膚炎に対し苦痛を感じている．配偶者

からの育児支援は全く望めず， C子も期待していな

い．配偶者の仕事は週休2日だが，休日は家にいる

だけでなにもせずに寝ている．実家や配偶者側の実

家からの育児支援はなく，また求めることもない．

長男は目に入れても痛くないほどかわいい子どもで

あり子育てが楽しく感じられるが，被虐待児の面倒

については楽しいと感じたことはないという．主婦

という仕事は不満で，今も職業への復帰を希望して

いる．

被虐待児の特性．被虐待児は l歳ころよりアトピー

性皮膚炎に擢患し，長期治療を要するほど庫みとた

た、れを伴ったひどい状態である.c子との親子関係

が悪くなると被虐待児は庫みを訴え， C子に身体を

さすらせる．被虐待児は常に C子の顔色をうかが

い，普段から C子に対しておびえた様子の子ども

である．しかし近所の人たちといると，普段しない

ようないたずらをする.c子の注意にも他人がし、る

場合は止めず，行動を繰り返すことが多い．

虐待の型とその状況：怒鳴り散らすとともに叩くと

いう行為を同時に行っている，身体的および心理的

虐待の混合した虐待である 2年前より長女への虐

待が始まり，配偶者の前で見せつけるように叩し、て

いる．配偶者はこの虐待行為を傍観し，最後に怒鳴

りちらすだけであり，その翌日は配偶者はC子を

無視する．そのことがC子の被虐待児への怒りを

増長することとなる．人前での C子は被虐待児に

優しい態度を取っているが，家の中では被虐待児に

汚い言葉でひどいことをしてしまいたくなるとい

う.c子は被虐待児のことが好きになれず，↑自いと

さえ思っている.c子は他者からの良い母親として

の評価を崩したくないという．その気持ちを次のよ

うに語った．

『この子の身体をきすることもいやで，アトピー

の子どもであることを私は許しているのだからいい

子でいてほしいと哀願しつつ接しています．だから

イライラした気分で接してると思います．この子の

行動やわがままはわざと親を困らせているように思

えるんです．そんな笑みがこの子にはあるんです．

本当です （言葉が強くなる）泣きはじめると私は

この子のことを全く受け入れられなくて，感情の糸

がきれたようになって，こうなると止まらず，今で

はエスカレートしてきています』
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m.考察

虐待発生要因の lつは，日常生活の中に緊張状態

が発生し，このことがストレス源となり，情緒的統

合の乱れを生じることになる．すなわち，情緒的統

合が可能な母親は役割行動を取ることができる場合

が多いが，社会生活が困難な状況にある成員，例え

ば子どもなどを抱えている場合には，日常生活の中

に緊張状態を生じやすく，このことがストレスの発

生源171となる．子育て時期の母親はこれらのストレ

スを受けやすく，子育て行為だけではなく，子育て

によって発生する夫婦関係，親戚関係，近隣関係の

問題もストレスとなりやすい．ストレスへの不適応

を起こしている状況の母親の中に，虐待へと発展す

る例が存在する.2つ目の虐待発生要因は，精神的

葛藤である．母親としての役割行動がうまくとれな

し、母親は，葛藤が生じやすいと考えられる．現代社

会において育児の規範は2種類存在すると考えこと

もできるl8l. その lつは一種の神話ともいえる良妻

賢母像である．それは女性が育児を行うものと認識

されるものである．もう lつは育児の平等性である．

それは育児は必ずしも女性が行うものではないと認

識されるものである．現在女性の多くが育児の平等

性の規範を準拠枠にしたいと願っている．しかし，

良妻賢母像という規範のもつ社会的優位性に支配さ

れ，そこから逸脱することで生じるサンクションを

さけようと，この慣習に惰性的な執着を示すような

規範への同調191を行っている．その結果，やむなく

良妻賢母像を規範として準拠していく．この過程で

激しい精神的葛藤が生じ，この中で育児を継続して

いくと虐待が発生しうるといえよう．役割行動がう

まくとれている母親は，役割行動に対する葛藤を持

つことは少なく，情緒的統合が可能となり，虐待へ

と発展しない．

上記の2つの要因について 3事例で検討してみ

た．事例 lは，家族ストレスの 1つである夫婦関係

から生じた母親の情緒的不安定性が原因とみられ

る．事例2は，良妻賢母像の規範を準拠枠としたゆ

えの葛藤の問題をもち，第2要因がその原因と考え

られる．激しい葛藤のすえ抑欝的傾向さえみられる

症例ではあるが，葛藤の激しさを本人が理解するこ

とができる状況にある．事例3は，役割行動を一見

うまく行えているようにみえるが，この場合の役割

行動は他者に評価されるための行動にすぎず，役割

行動に対する葛藤がその原因と推測される．この葛

藤を誘発させた家族ストレスの lつである夫婦関係

も同時に原因とみられる．

上記のようにここで検討した 3事例は，虐待へと

発展する状況が2要因に起因するものであることが

理解できる．概念要件が揃ったことによりすべての

家族が虐待へ転じるとは限らず，要件が揃っていな

くても，おこっている事実や状況に母親が危機的な

リアリテイを感じているならば，それは虐待へと発

展する状況があるといえる．この状況は日々の生活

では解消きれないため，母親の情緒はさらに不安定

さを増していくことになる．

本3事例の虐待の原因を構成する背景を検討して

みると，共通した背景が3点抽出された．第 l点は

母親自身がもっ過去の被虐待体験である.30年前

ケンプによって， 3人に l人の割合で世代間伝達す

ると報告された町家族の持つ病理性は世代から世

代へ受け継がれているという結果が， 3事例に見い

だされた．どの種の虐待行為がトラウマとなるかま

でケンプは言及していなかったが， 3事例の母親は

叩カ通れた記憶よりも心理的虐待を受けたことがトラ

ワマとなっていた．このことは一般的に軽視されが

ちである家族間の身体的危害以外の攻撃が長期に及

ぶことにより，子どもの成長・発達に問題を残すと

いえよう．第2点は子どもを愛することができない

ということである．この結果は著者による「子ども

の虐待ホットラインjへ電話相談してきた母親361

人の調査2llの結果のうち，虐待をする母親との聞に

有意差がみられた項目「子どもを愛することができ

ないJと，同じ結果となった．そして 3事例の被虐

待児は第 l子であった． 「子どもの虐待ホットライ
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ンjへ電話相談してきた母親404人のストレスに関

する調査22Jで，被虐待児のうち第 l子は，全体の 83.5

%であった．愛することができない対象の多くが第

l子であるという結果は，ある一部の母親にとって，

初めての子育てが，子どもとのアツタチメント形成

に何らかの障害や問題を起こすことを示している．

第3点は相談相手を持っていないということであ

る．調査報告の多くは子どもの虐待の背景の 1つと

して家族の社会的孤立を指摘しているが，それは本

3事例にも共通していた．社会的に孤立していない

とは，友人を多く持っているとか社会と交流がある

かではなく，本音が語れる，身の上話ができる人を

持つことができているかどうかである.3事例の母

親は身の上話をする友人を一人も持つことができず

にいた．

子どもの虐待へと発展する家族に援助するための

重要な要素に，母親の緊張状態の有無を明らかにす

ることがあるが，本調査はその点の検討も試みた．

しかし今回の面接結果では十分な情報が得られず，

今後継続した検討が必要と思われる．すなわち，面

接中に被調査者の被虐待体験によるトラウマの問題

が出現し，本調査は心理的問題を明らかにした段階

で終了した．さらに対象の虐待行動に社会的条件を

刻みこむという理論的分析が課題として残された．

面接調査目的の lつである，生活史的経験の所産で

ある慣習行動を調査によって虐待家族の』慣習行動を

明らかにするがあった．面接調査は心理的アプロー

チへと傾く傾向があり，調査分析時に混乱を招いた

といえる．本3事例の母親は子育てや家族の問題を

抱えながら子育ての継続意志を日常生活から高めて

いこうとしていた．母親の抱える問題とは社会や行

政に対する嘆きではなく，意外にも第3者からみる

と，取るに足らないと思われる身近な人との関係づ

くりに起因し，解決もこの取るに足らないことで解

決されていた．ブルデユーは，日常生活に還元され

るがゆえにこの取るに足らないものである日常生活

での慣習行動が生まれるのではなく，慣習行動は日

常生活システムの法則に価値づけていくものである

としているお）．今回の調査範囲には， 3事例の母親

の取るに足らないものは近所の人，友人，配偶者と

いった人々とのコミニケーションの取り方であっ

た．相互の信頼関係を築いたとき，社会的な孤立状

況はなくなり，この結果，虐待へと発展する状況か

ら抜け出せる契機を与えると考えられた．

N.結論

虐待を行った 3事例を面接により調査した結果，

以下の結論を得た．

虐待の要因として， (1)情緒的統合への再統合

ができない（2）良妻賢母像への準拠行動から脱出

することができないの2要因が確認された．さらに

虐待の原因を構成する背景としては， (1）被虐待

歴（2）子どもを愛することができない（3）相談相

手を持っていないの3点を抽出することができた．

おわりに

自らの虐待行為を語ること，そして過去の被虐待

体験を語ることは被調査者にとって苦痛を伴うもの

であった．このことが社会的介入やカウンセリング

へと傾き，長い調査時間という結果となった．研究

方法としては，調査方法の反省とともに面接構成を

今後検討したい．援助者としては，将来にわたって

こころの傷となる虐待問題に今後も援助しつづけて

いきたいと考えている．
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